
藤沢市公告第１４９号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律（令和５年法律第４８号）附則第１５条及び１６条並びに国民健

康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号）第７条の２第１項の規定による

神奈川県国民健康保険資格確認書の更新について、次のとおり公告する。 

 

２０２６年（令和８年）７月１０日 

 

藤 沢 市 長 

  鈴  木  恒  夫 

 

１ 更新年月日 

２０２６年（令和８年）８月１日 

 

２ 更新の対象 

藤沢市が交付した有効期限が２０２６年（令和８年）７月３１日である神奈川

県国民健康保険資格確認書を更新の対象とする。 

 

３ 更新の方法 

２０２６年（令和８年）６月２６日までに医療保険者等向け中間サーバーから

連携されたマイナ保険証（健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード）

の利用登録状況等に応じて、新たな神奈川県国民健康保険資格確認書を２０２６

年（令和８年）７月１０日から同月３１日までの間に各被保険者の属する世帯の

世帯主に郵送する。 

 


